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老
年
者
控
除
の
廃
止

　

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
０
０
０

万
円
以
下
の　

歳
以
上
の
人
に
適
用

６５

さ
れ
て
い
た
老
年
者
控
除「　

万
円
」

４８

が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

※
所
得
税
は
、
平
成　

年
分
か
ら
老

１７

年
者
控
除「　

万
円
」が
廃
止
さ
れ
て

５０

い
ま
す
。

　

歳
以
上
の
人
に
適
用
さ
れ
る　
　

６５公
的
年
金
控
除
の
改
正〈
表
①
〉

　

公
的
年
金
等
の
収
入
は
雑
所
得
に

計
上
さ
れ
、
そ
の
所
得
を
計
算
す
る

　

地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
個
人
市
県
民
税
の
内
容
が
段
階
的
に
変
わ
り

ま
す
。
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
今
ま
で
非
課
税
で
あ
っ
た
人
が
課
税
と
な

る
場
合
や
、
収
入
状
況
が
前
年
と
同
程
度
で
あ
っ
て
も
税
額
が
増
額
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

特
に
、　

歳
以
上
の
人
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
大
幅
な
変
更
点
が
あ
り
、

６５

今
ま
で
課
税
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
人
が
課
税
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

市
か
ら
送
付
す
る
「
平
成　

年
度
の
個
人
市
県
民
税
の
納
税
（
税
額
）

１８

通
知
書
」
が
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

場
合
、
公
的
年
金
等
の
控
除
を
差
し

引
き
ま
す
。

　

こ
の
控
除
の
最
低
保
障
額
が　
７０

万
円
で
、
平
成　

年
度
ま
で
は　

歳

１７

６５

以
上
の
人
の
場
合
は　

万
円
が
上

７０

乗
せ
さ
れ
１
４
０
万
円
で
し
た
が
、

平
成　

年
度
は
上
乗
せ
措
置
は
廃

１８

止
さ
れ
て
、
そ
の
代
わ
り
老
年
者
特

別
加
算
と
し
て　

万
円
加
算
さ
れ
、

５０

合
計
１
２
０
万
円
が
最
低
保
障
額

と
な
り
ま
し
た
。

老
年
者
非
課
税
措
置
の
廃
止〈
表
②
〉

　

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
２
５

万
円
以
下
の　

歳
以
上
の
人
に
対
す

６５

る
非
課
税
措
置
は
段
階
的
に
廃
止
さ

れ
ま
す
。

定
率
減
税（
算
出
税
額
か
ら
差
し　
　

引
く
定
率
控
除
額
）の
縮
減〈
表
③
〉

　

平
成　

年
度
分
か
ら
定
率
減
税
が

１８

１
／
２
に
縮
減
さ
れ
、
平
成　

年
度

１９

か
ら
は
廃
止
さ
れ
ま
す
。

個
人
市
県
民
税
均
等
割〈
表
④
〉

　

平
成　

年
度
か
ら
納
税
義
務
を
有

１７

す
る
夫
と
生
計
を
同
一
と
し
て
い
る

妻
に
対
す
る
均
等
割
の
非
課
税
措
置

が
段
階
的
に
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
平
成　

年
度
か
ら
全
廃
さ
れ
全

１８

額
課
税
さ
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

税
務
課
市
民
税
係

（
�
�
０
２
１
４
）

個
人
市
県
民
税
が

一
部
改
正
さ
れ
て
い
ま
す

軽自動車税・自動車税は、
5月31日（水）までに
　　　納めましょう　

　軽自動車税（市税）・自動車税（県税）は、毎年４月１日現在の
登録（届出）内容に基づいて課税されるものです。
　１８年度分の納期限は５月３１日�です。最寄りの金融機関な
どで納めてください。
　なお、軽自動車税・自動車税の領収書についている納税証
明書は車検を受ける時に必要です。大切に保管してください。

■問い合わせ　〔軽自動車税〕
　　　　　　　税務課市民税係（��０２１４）
　　　　　　　〔自動車税〕
　　　　　　　岡山県備中県民局税務部（�０８６�４２５�２１１１）
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公的年金控除額公的年金等収入金額区分

1,400,000円260万円未満

平成
１７
年度

収入金額×25％＋750,000円260万円以上460万円未満

収入金額×15％＋1,210,000円460万円以上820万円未満

収入金額× 5％＋2,030,000円820万円以上

1,200,000円330万円未満

平成
１８
年度

収入金額×25％＋375,000円330万円以上410万円未満

収入金額×15％＋785,000円410万円以上770万円未満

収入金額× 5％＋1,555,000円770万円以上

所得割
均　等　割

区　　分
計県民税市民税

所得割額の
１/３課税

1,400円400円1,000円平成１８年度

所得割額の
２/３課税

2,900円900円2,000円平成１９年度

全額課税4,500円1,500円3,000円平成２０年度

65歳以上の人の公的年金等にかかる控除額速算表

老年者非課税措置の改正

均等割の県民税には、「おかやま森づくり県民税」を含んでいます。

平成１９年度平成１８年度平成１７年度区　　分

全　　廃
7.5％

（上限２万円）
１５％

（上限4万円）
定率減税

定率減税の改正

備　　考計県民税市民税区　　　分

1/2課税2,200円700円1,500円平成17年度

全額課税4,500円1,500円3,000円平成18年度

生計同一の妻に対する均等割の課税額

均等割の県民税には、「おかやま森づくり県民税」を含んでいます。

表①

表②

表③

表④

声高
齢
者
に
対
す
る
支
援
の
話
は
よ

く
耳
に
し
ま
す
が
、
子
育
て
支
援
・

少
子
化
対
策
に
も
取
り
組
む
べ
き

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

ン
」
に
基
づ
き
子
育
て
支
援
を
進
め
て

い
ま
す
。
少
子
化
の
原
因
と
し
て
は
、

仕
事
と
子
育
て
の
両
立
の
難
し
さ
、
子

育
て
に
対
す
る
価
値
観
の
変
化
な
ど

に
よ
る
出
生
率
の
低
下
に
加
え
、
若
い

夫
婦
（
出
生
年
齢
人
口
）
の
減
少
な
ど

が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

そ
う
し
た
中
、
今
年
１
月
に
市
役
所

内
に
、「
少
子
化
対
策
検
討
委
員
会
」

を
立
ち
上
げ
、
少
子
化
を
ふ
ま
え
た
市

の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

委
員
に
は
、
企
画
、
住
宅
、
地
域
振

興
、
健
康
増
進
、
教
育
担
当
の
部
署
か

ら
職
員
を
選
抜
。
政
策
提
言
を
担
当
部

署
な
ど
に
行
い
、
積
極
的
に
施
策
を
進

め
て
い
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉
課
児
童

福
祉
係
（
�
�
０
２
６
４
）

　

合
併
時
、
退
職
者
数
の
３
分
の
１
を

採
用
す
る
こ
と
で
、　

年
間
で
１
６
１

10

人
の
削
減
計
画
を
立
て
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
昨
今
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、

先
に
答
申
さ
れ
た
行
財
政
改
革
大
綱

で
は
、
機
構
の
再
編
と
合
わ
せ
職
員
数

を
５
年
で
１
５
６
人
削
減
す
る
数
値

目
標
が
示
め
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
年
度
か
ら
部
長
以
上
の
職
員
で

構
成
す
る
「
行
財
政
改
革
推
進
本
部
」

を
設
置
。
所
属
長
を
対
象
に
行
財
政
改

革
に
つ
い
て
の
説
明
会
も
実
施
し
、
今

後
全
庁
で
行
財
政
改
革
に
取
り
組
ん

で
い
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

企
画
課
企
画
係
（
�

�
０
２
０
９
）

声職
員
数
を
削
減
し
て
行
財
政

改
革
を

　

昨
年
３
月
に
策
定
し
た
、
次
世
代
育

成
支
援
対
策
法
に
基
づ
く
行
動
計
画

「
た
か
は
し
子
ど
も
未
来
ゆ
め
プ
ラ

市
政
へ
の　
　
　
　

提
案
は
が
き
か
ら


